
学校における今後の結核対策に つ い て

（最終報告）

1 学校における結核対策を取り巻く状況の変化

＜結核をめぐる状況＞

我 が国における結核の状況は、 半世紀前に比べ 医療や公衆衛生の向上に伴 っ て劇的に改善 し

てき た。 学校におい て も、 半世紀以上に わたり徹底 した結核対策を実施 してきた こ とにより 、

5 歳か ら 1 4 歳の 結核羅患率 は 、 昭和 3 7 年で は 1 0 万対 2 05 ．1 で あ っ たもの が、 平成 1 2 年

には 1 0 万対 1 ．2 にまで著 しく低下 し、 羅患者数も 、 同様に 、 昭和 3 7 年で は
、
5 歳か ら 1 4

革の新規の結核登録患者は約3 万 5 千人であ っ たが 、 平成 1 2 年には 1 1 － 7 名にまで 減る まで

に改善してきたとこ ろで ある。

しか しながら、 国民全体の結核擢息率の状況 をみ る と、 昭和 5 0 年代頃から改善の ス ピ ー ド

が鈍化 し、 平成9 年には遂に羅息率が上昇に転 じ、 平成1 1 年に r結核緊急事態宣言J が 出さ

れ る に至 っ た． そ の増加 要因の大きなもの は 、 か つ て 結核の感染を受けた高齢者に於 ける結核

の 再燃 であるとされて い る 。 なお 、 現在は 、 r結核緊急事態宣言J 前の水準と同程度であり、

改善は横這 い状態 であると い われて い る。 学校にお い て は 、 平辞6 年以降、 集団感染 の 増加 候

向が見 られたとこ ろであり 、 今後も学校 にお ける集団感染の発生には十分に注意を払 う必 要が

ある 。

こ の ような改善 の ス ピ ー ドの鈍化 の背景に は 、
人 口 の高齢化の 急速な進展に伴 う結核発病高

危険者の増加に加 え、
治療完了率が低く寝息率の 非常に高い 地域が存在す るという地域的 な問

席 、 多剤耐性菌 の出現等 々 状況 の 変化に より発生 して きた新たな間層が ある。
■

また
、

一

方で 、

結核の 診断 の遅れ によ り感染 が広が りやすい とい う傾向も問題 を複雑に して い る 。

＜結核対策に関する状況の変化 ＞

こ の ような結核をめ ぐる状況 の変化 を踏まえ、 厚生労働省 の厚生科学審議会にお い て 、 我が

国の結核対策全体に つ い て 見直しが行われ 、 結核対策に つ いて は 、 結核羅患者が多い とき には

非常に大きな効果 を発拝 した集団的で
一 律的な施策 から、 少ない羅患者に対 して 最大限 の効果

を挙 げるための個別的で集中的な施策 へ と質的な転換を図るよう求められてい る 。

また、 見直しの 中で 、
これ まで 、 一 掛こ定期健康診断で実施されてきたツ ベ ル ク

査 は 、 過剰な精密検査 に つ なが っ て おり 、 現在の結核の羅息状況等か ら考えれば、

と っ て マ イナス 面が目立づ健康診断手法になっ て い ると指摘されて い る。 さらに 、

種は 、
．

そ の 有効性に つ い て の証明が不十分で ある こ とが国際的許鼓とな っ て おり、

リ ン反応検
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期待しうる

効果も隈定されて い ると考えられて い る状況である。
●

また、
ツ ベ ル クリ ン反応検査を繰り返 し行うことにより 、 接触者検診などにお いて感染を確

認する際の ツ ベ ル クリ ン反応検査 の 評価を極めて困 矧こ して い るとの指摘もある。

したがっ て
、 厚生科学審読会か らも、 ′J、学

一

年及び中学
一

年時の ツ ベ ル クリ ン反応検査及び

B C G 接種に つ いて は 、 中止 に向けて の明確な方針 を示すよう意見が出されて いるとこ ろであ

る。

学校におい ては 、
これ まで 、 定期健康診断による結核の 早期発見を軸と

－

して
、 結核予防法に

沿 っ て結核対策を行っ て きて い るとこ ろである。 特に、
小学校 、 中学校におい て は、 定期健康

診断の ツベ ル クリ ン反応検査を中心と した対策を行 っ てきており 、 上記の ような結核対策に関

する状況の 変化受け、 新たな対策の検討が必要とな っ た。



2 学校における今後の結核対策の基本的な考え方

＜結核に対する基本的な認識＞

結核及び結核対策に 関する状況の 変化を受けて 、 今後の 学校における結核対策を考えるにあた

り、 学校と して持つ べ き結核に関する基本的な認識に つ い て整理 を行 っ た。

学齢期の結核羅患率は過去に比 べ 激減し、 学齢期の結核庵患者数もごく僅か で ある 。 しかし、

学校 にお いて
、
万 が 一 児童生徒が 結核に羅患 した場合、 学校保健法の規定により 、

「医師が伝染

のおそれが ない と認め るまでJ の長期簡の出席停止 となり教育に支障が生 じたり 、 復帰後 の学校

における友人関係等 へ の 教育上 の配慮が必要に なるなど、 羅患した当該児童生徒に と っ て 、 健康

上だけでなく教育上も重大な影響が及ぶも の で あり 、 今日において も依然と して 、 結核は 児童生

徒の重要な健康課題 で あると考 える。

また
、 教職員や児童生徒等 が結核に羅患した場合には 、 集団感染として広が る 可能性もあるこ

とな どか ら、 学校教育を円滑 に実施するためにも 、 学校と して結核対策に 引き続き取り組む必要

がある 。

＜結核対策の基本的な考え方＞

学校 におい て は
、 結核及び結核対策 に関す る状況 の変化を受けて 、 これまで の 予防接種及び定

期健康診断を中心と した結核対策 から 、 ① 児童生徒等 へ の感染防止 、 ② 感染者お よび発病者

の早期発見 ・ 早期治療 、 ③ 患者発生時 の対応 、
の 3 方向からの対策を充実 ・ 強化す るこ とによ

る多面 的な対策 へ の転換が必 要と
．
考える。

こ の転換にあた っ て 、 今後は 、 更に学校保建と地域保健 の連携を強化 して いく必 要が ある 。

3 学校に おけ る今後の 具体的な結核対策

学校に お ける結核対策の基本的な考え方 の 転換 を受けて 、 今後の具体的な結核対策 に つ い て 、

以下に まとめ た。

（1 ） 地域と連携 した結核対策の検討

．
結核 の発生状況 をみ ると、 その羅患率や羅 患者数には大きな地域差がある。 また、 児童生徒の

感染防止 の ための 情報の収集提供や患者発生 時の速やか な対応を考えるに は 、 学校単位で はなく 、

地域 として対応 を考えて いく必要がある 。

そ の ため、 各々 の教育委員会にお いて は、 保健所 、 結核の 専門家、 学校医の 協力 を得て 、 地域

にお ける結核の発生状況を把握し、 学校教育活動にお ける配慮事項を検討する ことや 、 地域の 児

童生徒及び教職員 の結核に関する健康診断の 実施状況を把握し、 結核感染が疑われる者に対する

精密検査や経過観察等の指示に関する専門的な検討 を行うこと等、 地域における学校の結核対策

の 管理方針を検討する こ とが必要で ある。 なお 、 そ の際、
必要に応 じ、 教育委員会等に 、 保健所

長
、
結核 の専門家、 学校医等か らなる委員会を設置する こ とが重要である。

教育委員会は 、 こ の委員会の方針を踏まえて 、 各学校を適切に指導して いく こ とが必要である 。

（図 1 参照）

なお 、 市町村の 規模等により 、 委員会 の設置や運営にあたっ て は、 様々 な形が考えられ 、 例え

ば、 政令指定都市等 の大都市の場合で は 、
教育委員会が主体とな っ て 、 関係機関と連携を図りな

がら 、 委員会を運営 し、 規模の ′j十さ い市町村の 場合で は 、 結核診査協議会を有する保健所の 管轄

区域を勘案 しこ 複数の 市町村が合同で委員会を開催する などの形が考えられ る。 また 、 既に、 市

町村に結核に関する 委員会や審査会等があれば 、 それを活用する こ とも考えられ る。



また
、 各都道府県教育委員会は 、 市町村教育委員会にお い て結核対策に関する取り組みが円滑

に進むよう、 指導 してい く必要がある。

文部科学省にお いて は、 市町村教育委員会における結核対策に関する取り組みが円滑に進むよ

う、 技術的、 事務的な マ ニ ュ アル 等を早急に まとめて示 していく必要がある。

ま た
、 地域の状況に応 じた独自の 結核対策が実施されるにあた っ ては、 教育委員会及び学校は 、

積極的に協力 して いく こ とが重要である 。

（2 ） 児童生徒等へ の感染防止

（か 教育活動等に伴う感染防止対策

学校にお い て は、 地域との交流を重視した教育活動が広が っ てきてお り、 積極的に地域の施設

や団体等と の交流が行われ るなど、 地域と学校との 関係がより密接になっ て きて い る。

これまで 、 学校 において は 、 感染症対策と して は児童生徒間の感染症流行に注目して きたが、

こ
●

の ような地域との関係がより密接にな っ て きて い る状況 を踏まえ、 結核をはじめとする感染症

の対策には 、
地域の状況 をしっ かり把握する こ とが必須とな っ てきてい る 。

特に 、 結核は児童生徒等 の若年者の結核篠患率や擢患者数が激減 して い る
一 方

、 国民全体と し

て 、 依然 と して 確患者数が減らない状況 がある こ とや地域 の結核羅患率等 に大きな格差が あるこ

とにかん がみて 、 学校及び教育委員会は 、 地域 の結核発生 の 状況等 につ いて常に注意を払い 、 学

校保健委員会などの械会 を利用 して 、 地域保健との連携をはかり情報収集を行うとともに 、 必要

に応 じて 括動内容を見直す等、 適切 に対応す る必要が ある 。

（塾 就学時 の B C G 接種状況の把握

ツ ベ ル クリ ン反応検査 は 、 今後も、 接触者検診などにお いて感染 を確認す る際の 有力な手法と

して用 い られ るが 、
こ の 場合に 、

B C G 接種 の有無は 、 検査結果の 判断にお い て重要な情報とな

る。 また 、
B C G 兼接種者は、 結核に感染 した場合に 、 発病 しやす い ため 、 児童生徒の 結核対策

にお い て 、 各 々 の児童生徒の B C G 接種状況を正確 に把握 して おく羊とは重要なこ とで あり 、 学

校に お いて は
、 就学にあたっ て 送付される就学時健康診断票中の B C G の 接種状況を確諾する と

ともに、 入 学後すぐに保健調査等を実施 して B C G 接種状況 を正確に把握す る べ きで ある 。

（参
・

教職 員の結核の早期発見 ・ 早期治療

教職長 の 定期健康診断の うち結核に関する検査に つ い て は 、 学校保健法、 結核予防法 、 労働安

全衛生法 （以下 、 「学校保健法等」 とい う。） に定められて い るが、
地域によ っ て は必ず しも徹底

されて い な い とこ ろもある。

そもそも 、 教職員本人め 健康の 保持増進 の ために も、 毎年 、 結核の早顛発見 ・ 早期治療 の ため

の定期 の健康診断を実施するこ とは重要なこ とで ある。 しか し、 学校保健で は 、 教職員の健康を

守る視点 に加 えて 、 児童生徒の健康を守 るために健康診断を実施する必要性があると考える 。

特に 、 学校における集団感染の 原因と して 、
教職員の 結核羅患が挙げられる こ とが少なくない

ことを考えあわせ ると 、 児童生徒の教職員か らの感染を防ぐため、 学校の 設置者が学校保健法等

に基づく教職員 の結核に 関する健康診断を徹底するとともに 、
産業医及び学校医は 、 健康診断の

結果に基づ い て事後措置内容を適切に決定する必要があると考える 。 更に 、 学校の設置者は 、
当

該決定 に基づ き適切な事後措置を実施する必 要がある。

また 、 労働安全衛生法に基づく教職員の健康相談を活用するなど して 、 定期健康診断以外にも

結核に 関する教職員の 健康管理を充実する必要がある。



（3 ） 早期発見 ・ 早期治療

結核対策にお い て 、 結核に羅患 した児童生徒等を早期に発見 し、 ∴早期に 治療するこ とIま重要で

あるが、 高等学校以上 の場合を除き 、 全国の 児童生徒に対し定期健康診断におい て 、
一

律に検査

を実施する ことは 、 児童生徒の結核羅患率や羅患者数から考えれば、 効率的で はない 等と指摘を

受けており 、 児童生徒の結核に関する定期健康診断につ いて見直 しを行 い 、 効率的で実施可能な

健康診断を実施する必 要が ある。

児童生徒の 健康診断にお い ては 、
こ れまで 一

律に実施してきたツ ベ ル クリン反応検査を廃止 し 、

問診 （嘩健調査 を利用する ことも考えらjl る 。）、 内科検診の充実により 、 児童生徒の うち、 結核

感染の 可能性あ る児童生徒に対 し、 結核 に関する検査を実施するこ ととする。

また、 定期健康診断以外にも 、 健康相談等を活用するこ とにより 、 早期発見の換金を増やす努

力が大切で あ ると考える。

さらに、 結核に関する正 しい 知識を普及啓発するこ とにより、 結核様 の症状が ある場合に は、

保護者 ・ 児童生徒が自ら早期に医療機関 を受診するこ とができるようにするこ とが重要で ある。

（4 ） 患者発生時の対応

学齢期にお ける結核の羅息率や羅患者数は減少候向にある
一

方で 、 学校にお ける集団感染の報

告数は年々 増加傾向に ある 。 教育委員会 に お い て は 、 学校における結核対策を検討する委員会の

場等を用 い て 、 あらか じめ児童生徒及び教職員が結核に擢息 した場合の対応策を検討する必要が

ある。 また 、
患者発生時に は 、

病状 に応 じて 、 学校保健法第1 2 粂に お ける出席停止 の措置を講

じるとともに 、 発病 した児童生徒又 ほ 教職員と接触が あっ たと判断され た児童生徒等に対 して は 、

保健所 の行 う接触者検診に積極的に 協力 す ると共に 、 学校と しても、 感染者 の早期発見の ため、

速やかた韓時健康診断の規定を利用 して 幅広く検査を行う ことも考慮す る必要がある。

4 小 学校 、 中学校に おける具体的な早期発見 ・ 早期治療対策

（ツ ベ ルク リン 反応検査の 廃止に 伴 っ て）

現在の若年者 の結核発生状況に かん がみて 、 定期健康診断におい て ツ ベ ル クリン反応検査を 一

律に用い る こ とは 、 過剰な精密検査や予防投薬 に つ ながり閉居が多い こ となどの ため、
これま で

、

小学校 1 年と中学校 1 年で
一

律に 実施 して きたツ ベ ル クリ ン反応検査を廃止する必要があるとさ

れ たもの で あり 、 速やか な廃止 が 適当で ある。
一 方

、
こ の ようなツ ベ ル クリ ン反応検査 の 廃止を踏まえて 、 結核の 早期発見 ・ 早期治療の機会

を引き続き学 校保健 の場にお いて も確保する よう 、
毎年実施される児童生徒の定期健康診断にお

ける結核 の項目にらいて 、 新たな仕組み を設 けるとともに 、 健康相談を適切に実摩したり、 結核

に関する啓発 普及 を強化するこ とが必 要で あ る。

（1 ） 児童生徒の新たな健康診断 の仕組み

結核は 、 児童生徒の 重要な健康課題 で あ る こ とに鑑み 、 今後も、 児童生徒に対して結核に関す

る健康診断を実施する必要がある。 しか し、 定期健康診断にお い て 、

一

律に検査を実施すること

は効率的で は ない との 指摘がある ため、 結核に つ い ては 、 まず、 症状の 有無等により評価をした

上で 、 対象者を絞り込んで重点的な検査 を実施する こととする 。

具体的には 、 最初に 、 結核を疑 わせ る症状等に関する問診 （保健調査 を利用する こ とも考えら

j l る。） を全員 に対 して行い 、
あわせ て 内科検診の 充実を図るこ とにより 、 児童生徒のうち、 結

核の可能性 の ある者を見 つ け出すこ ととする 。 さらに 、 学校における結核対策を検討する委員会



等の場 にお い て 、 保健所や結核の 専門家、 学校医等の 意見を聞 い て 、 結核の 可能性の ある者の う

ち、 検査 が必 要と考えられ るもの に は検査を、 経過観察が必要と考えられる者には、 経過観察を

実施する 。 （図 2 参照）

なお 、 現在は 、
′ト学校1 年、 中学校 1 年にお いて 、 ツ ベ ルクリ ン反応検査を 一

律に実施する こ

とを中心に 「結核の有無j の検査をして きたが 、 今後は全学年に対 し問診 を実施 し
、
必 要な児童

生徒に は学年にか かわらず、 適切な対応 をとることとする 。

実施にあた っ ては
、
内科検診が適切に なされる ことが大切で ある 。 内科検診につ

．
い て は 、 結核

に限 らず、 健康診断において 重要である ことは明らかであり、 児童生徒に は十分な時間をも っ て

診察が行えるよう、 余裕をも っ た健康診断の実施計画を作成するこ とが必要で ある。

なお 、 学校 により′ト学校 1 年、 中学校1 年に 、 特に重点をお い た結核に つ い て の内科検診等を

実施する こ とも有効な方法で あると考える 。

（2 ） 健康相談における結核対策

現在 、 様々 な健康課居及び状況に応 じて 、 児童生徒に対 し実施されて い る健康相談を利用 し
、

結核に つ い て も健康相談を実施する必要がある。 特 に 、 結核感染の 可能性の 高い児童生徒及び結

核感染の 不安の ある児童生徒 に対 して は 、 症状 の確経や医療機関の受診 を指導 した
●

りす ることが

大切 である 。

（3 ） 結核に関する正 しい 知謀の 啓発普及

教職員をは じめ、 保護者や児童生徒に対 し、 結核に関す る正 しい知織を普及啓発す る こ とに よ

り
、 結核様 の 症状が ある場合 に早期に 医療機関を受診する ことができ るようにす る。 また 、 新た

な結核対策が適切に実施され る よう 、 結核の現状と新たな対策に つ い て 情報提供を行う必 要が あ

る。

5 その 他

（1 ） 高等学校、 高等専門学校、 大学、 大学院に おける結核に 関する健康診断に つ いて

高 等学校以 上の学校にお ける結核に関する健康診断に つ い て は、 入学時、 転入時、 節目時の み

胸部 エ ッ ク ス 線検査を行うよう、 厚生科学者諌会結核部会の報告が出されて い るが、■現時点で は 、

具体的な健康診断の時期、 間隔等に つ いて方針が 示されて い ないため、 厚生科学者諌会結核部会

にお ける具体 の検討結果を待 っ て 、 学校における対応を検討する こ ととする べ きで ある。

（2 ） 健康診断結果の保存に つ いて

′ト学校、 中学校における結核に関する健康診断の変更に伴い 、 健康診断結果を記載する健康診

断票も変更される こ とになるが 、 これ までの ツ ベ ル クリ ン反応検査や B C G 接種歴が記載されて

い る健康診断票は 、 新しい健康診断票と共に保存し、 児童生徒の 卒業等に伴っ て 、 就学先に送付

する ことが必 要である．

また、 児童生徒の新しい健康診断票に つ いて は 、 新しい健康診断内容にあわせて 、 診察におけ

る問題点の 有無、 精密検査実施の有無及び B C G 未接種者につ いて はその旨を記載するよう変更

を行う必要がある。 また、 問診票 も しく は結核に関する問診内容を含む保健調査記録につ い ても、

適切に保管する必要がある。

（3 ） 新しい結核対策の 評価 に つ い て

本報告書で とりまとめた新しい学校における結核対策は 、 厚生科学審議会より示された方針に



従 っ て 、 こ れまで学校におい て実施 してきた結核対策の質的転換を図るもの で あり、 今後、
こ の

新 しい結核対策が有効に機能して い るか どうかを 、

一 定 の期間 、 結核発生の 動向や健康診断結果

を把握し分析するなど、 評価を行 っ て いく必要があると考える 。




